
令
和
元
年
六
月
十
八
日
提
出

質
問
第
二
五
一
号

企
業
主
導
型
保
育
事
業
以
外
の
五
十
億
円
以
上
の
間
接
補
助
金
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

早

稲

田

夕

季
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企
業
主
導
型
保
育
事
業
以
外
の
五
十
億
円
以
上
の
間
接
補
助
金
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

企
業
主
導
型
保
育
事
業
（
以
下
、
「
本
事
業
」
と
い
う
。
）
の
公
募
と
同
様
の
間
接
補
助
金
事
業
は
、
私
が
調
べ
た
と
こ

ろ
に
よ
る
と
、
他
省
庁
に
お
け
る
公
募
の
手
続
で
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
上
の
用
語

で
あ
る
「
間
接
補
助
金
」
等
の
文
言
を
用
い
て
、
間
接
補
助
金
の
執
行
団
体
を
公
募
し
て
い
る
例
が
多
い
。
し
か
し
本
事
業

に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
法
律
用
語
を
用
い
て
い
な
い
理
由
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

国
か
ら
都
道
府
県
に
補
助
金
が
交
付
さ
れ
、
都
道
府
県
が
市
町
村
や
民
間
企
業
に
助
成
金
を
交
付
す
る
と
い
う
地
方
公
共

団
体
が
補
助
金
事
業
を
行
う
場
合
や
、
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
第
十
五
条
第
三

号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
（
国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
）
が
行
う

よ
う
な
、
法
律
に
明
文
の
規
定
が
あ
っ
て
補
助
金
事
業
を
行
う
場
合
を
除
い
て
、
間
接
補
助
金
の
執
行
団
体
を
公
募
す
る
も

の
を
含
め
、
年
間
総
額
五
十
億
円
以
上
の
規
模
の
間
接
補
助
金
事
業
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
し
多
数

あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
五
事
例
程
度
で
よ
い
の
で
、
事
業
名
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

二
〇
一
八
年
十
一
月
十
六
日
に
私
が
受
け
取
っ
た
答
弁
書
に
よ
る
と
、
「
当
該
公
募
に
際
し
て
は
、
同
補
助
金
を
交
付
さ

れ
た
法
人
が
行
っ
た
業
務
が
適
切
か
つ
効
果
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
委
員
会
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
翌
年
度
に

一



お
い
て
も
国
庫
補
助
を
継
続
で
き
る
も
の
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
協
会
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
六
年
度
末
及
び
二
〇

一
七
年
度
末
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
翌
年
度
に
お
い
て
も
国
庫
補
助
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
委
員
会
に
お
い
て
認
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る
が
、
過
去
に
公
共
調
達
に
お
い
て
安
易
な
継
続
だ
と
し
て
公
益
法
人
等
の
随
意
契
約
が
批

判
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
の
に
、
こ
の
よ
う
に
当
初
予
算
規
模
で
八
百
億
円
も
の
事
業
を
公
募
せ
ず
に
継
続
す
る
こ
と
は
不
適

当
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

四

他
省
庁
で
は
、
事
業
を
同
じ
法
人
に
継
続
す
る
場
合
で
も
、
「
参
加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
」
に
よ
り
、
他
に
参
加

者
が
い
な
い
か
確
認
を
し
て
、
参
加
が
な
け
れ
ば
同
じ
法
人
に
継
続
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
非
公
開
の
ま
ま
継
続
し
な
い

事
例
が
あ
る
。
「
参
加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
」
は
内
閣
府
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
本
事
業
に
お
い
て
、
こ
の

「
参
加
者
の
有
無
を
確
認
す
る
公
募
」
す
ら
実
施
せ
ず
、
非
公
開
で
公
募
せ
ず
に
継
続
し
た
理
由
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

五

本
事
業
の
よ
う
に
一
切
公
募
せ
ず
に
非
公
開
の
ま
ま
継
続
し
た
事
業
が
ほ
か
に
あ
る
か
。
直
接
の
補
助
金
や
間
接
補
助
金

等
を
問
わ
ず
、
問
二
と
同
様
に
地
方
公
共
団
体
や
法
律
に
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
も
、
三
億
円
以
上
の
事
業
が

多
数
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
二
と
同
様
に
、
五
十
億
円
以
上
の
間
接
補
助
事
業
を
五
事
例
程
度
、
事
業
名
を
あ
き
ら
か
に
さ

二



れ
た
い
。

六

本
事
業
の
二
〇
一
六
年
度
の
公
募
は
、
公
募
要
項
に
よ
る
と
、
約
八
百
億
円
の
公
募
で
あ
り
、
選
定
さ
れ
た
の
は
、
公
益

財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
で
あ
る
。
他
方
、
公
益
財
団
法
人
児
童
育
成
協
会
の
二
〇
一
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
等
の
貸
借

対
照
表
を
み
る
と
、
基
本
財
産
は
三
千
万
円
し
か
な
く
、
そ
の
二
千
七
百
倍
の
補
助
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
後
年

こ
の
公
募
の
事
業
額
は
約
千
六
百
億
円
に
増
額
さ
れ
て
お
り
、
基
本
財
産
の
五
千
三
百
倍
の
補
助
を
行
っ
た
こ
と
と
な
る
。

基
本
財
産
は
、
民
間
企
業
で
あ
れ
ば
資
本
金
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
調
達
の
世
界
で
い
え
ば
、
資
本
金
が
持
つ
債
権

者
保
護
の
観
点
を
無
視
し
た
不
自
然
な
発
注
に
あ
た
る
と
考
え
る
。
直
接
の
補
助
金
や
間
接
補
助
金
等
を
問
わ
ず
、
問
二
と

同
様
に
地
方
公
共
団
体
や
法
律
に
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
公
募
等
の
額
に
対
し
て
基
本
財
産
ま
た
は
資
本
金

が
千
分
の
一
以
下
の
事
業
者
に
交
付
し
た
三
億
円
以
上
の
補
助
金
事
業
の
事
例
が
ほ
か
に
あ
る
か
。
多
数
あ
る
の
で
あ
れ

ば
、
問
二
と
同
様
に
、
五
十
億
円
以
上
の
間
接
補
助
事
業
を
五
事
例
程
度
、
事
業
名
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

本
事
業
は
、
補
助
金
等
適
正
化
法
第
十
四
条
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
が
、
二
〇
一
六
年
度
分
の
実
績
報
告
書
は
二
〇
一

八
年
一
月
二
十
三
日
と
年
度
終
了
の
十
か
月
も
後
に
提
出
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
度
分
は
二
〇
一
九
年
三
月
二
十
九
日
と
年
度

終
了
の
一
年
後
に
提
出
さ
れ
、
二
〇
一
八
年
度
分
は
未
だ
に
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
実
績
報
告
書
は
、
決
算

三



を
翌
年
度
の
常
会
に
お
い
て
国
会
に
提
出
す
る
の
を
常
例
と
す
る
こ
と
か
ら
（
財
政
法
第
四
十
条
第
一
項
）
、
会
計
年
度
が

締
め
切
ら
れ
る
出
納
整
理
期
の
四
月
三
十
日
ま
で
に
提
出
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
実
績
報
告
書
を
通
常
国
会

が
ほ
ぼ
閉
会
す
る
翌
年
度
七
月
一
日
以
降
に
提
出
し
て
い
る
も
の
が
ほ
か
に
あ
る
か
。
多
数
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
二
と
同

様
に
、
五
十
億
円
以
上
の
間
接
補
助
事
業
を
五
事
例
程
度
、
事
業
名
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


